
（都道府県医療費適正化計画）  

○ 都道府県が定める「都道府県医療費適正化計画」は、5年ごとに5年を一期として策定し、次に掲げる事項を定める。（9）  
①住民の健康の保持の推進に関し、都道府県において達成すべき目標に関する事項  
② 医療の効率的な提供の推進に閲し、都道府県において達成すべき目標に関する事項  
③ 目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項  

④ 目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項  
⑤ 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項  

⑥計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項  

⑦計画の達成状況の評価に関する事項  等  

○ 都道府県医療費 適正化計画は、医療計画、介護保険事業支援計画及び都道府県健康増進計画と調和が保たれたもので  

なければならない。（9）  

○ 都道府県は、一計画の策定又は変更の際には、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。また、計画の作成及び  
計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保儒者潮  

ることができる。（9）  

○ 都道府県は、計画を作成した年度の翌々年度において、計画の進捗状況に関する評価を 行うとともに、その結果を公表す  

また、計画の期間の終了の日の属する年 成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い  

計画の実績に関する評価を行うとともに、その内容を公表するものとする。（11・12）  

（診療報酬に係る意見）  

○都道府県は、評価の結果、「②医療の効率的な提供の推進に関し、都道府県において達成すべき目標」の達成のために必  

要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、診療報酬に関する意見を提出することができる。厚生労働大臣は、都道府県  
から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるよう努めなければならない。（13）   

（診療報酬の特例）  

○ 厚生労働大臣は、評価の結果、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の「②医療の効率的な提供の推  
進に関し、達成すべき目標」を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、－の都道府県の区域内に  
おける診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理  

的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。（14）  
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（資料提出の協力及び助言等）  

○ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、吉憎脚   

、 その他の関係者l三社し、必要な資料の提出に閲し、協力を 求卿（15）  
○ 厚生労働大臣又は墨跡   

必要な助瑚（15）  
※ 健康保険法等の一部を改正する法律 附則第34条  

厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療費適正化基本方針■全国医療費適正化計画・都道府県医療費  

適正化計画の作成のた脚必要な華僑  

することができる。  

（参考）健康増進法（改正）（抜粋）  ○ 都道府県lも第↑卵  
醐刑こよる技術的事項につい  

ての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行う。（18（a・19の3）  

○ 厚生労働大臣又は者脚及  び第19条の卿（19の4）   
（特定健康診査等基本指針）  

○ 厚生労働大臣は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針を定める。特定健康   

診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定める。（18）  

（か 特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項  

②特定健康診査及び特定保健指導の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 等  

○ 特定健康診査等基本指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。   

（特定健康診査等実施計画）  

○ 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を一期として、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関  

する計画を定める。特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定める。（19）  

① 特定健康診査及び特定保健指導の具体的な実施方法に関する事項  

②特定健康診査及び特定保健指導の実施及びその成果に関する具体的な目標  

③ その他特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施のために必要な事項  29   



「医療制度改革大綱」（政府・与党医療改革協議会  平成17年12月1日）  

Ⅰ．改革の基本的な考え方  

1．安心・信頼の医療の確保と予防の重視  
国民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に提供される医療提供体制を確立する。  
また、健康と長寿は国民誰しもの願いであり、今後は、治療重点の医療から、疾病の予防を重視した保健医療体系へと   

転換を図っていく。  
特に、生活習慣病の予防は、国民の健康の確保の上で重要であるのみならず、治療に要する医療費の減少にも資する  

こととなる。  

Ⅱ．安心・信頼の医療の確保と予防の重視  

2．予防の重視 

（国鳥運動の展開）  

糖尿舟高血圧症・高脂血症といった生活習慣病の予防を国民運動として展開し、運動習慣や、「食育」の推進を含め、  
バランスのとれた食生活の定着を図る。  

また、高齢期の健康確保のため、8020運動を推進する。   

（生活習慣病予防のための取組体制）  

都道府県の健康増進計画の内容を充実し、運動、食生活、喫煙等に関する目標を設定し、国民の生活習慣改善に向け   
た普及啓発を積極的に進め．る。また、健診・保健指導実施率等の目標を設定し、その達成に向けた取組を促進する。  

生活習慣病の予防についての保険者の役割を明確化し、被保険者・被扶養者に対する効果的■効率的な健診・保健指導   
を義務づけるなど、本格的な取組を展開する。  

保健指導の効果的な実施を図るため、国において保健指導プログラムの標準化を行う。  
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（がん予防の推進）  

がんは、日本人にとって死亡原因の第一位である。がん予防のため、禁煙支援などの生活習慣の改善を進める。なお、  
たばこ税を引上げるべきとの意見については、税制改正全体の中で議論していくこととする。   

Ⅲ．医療費適正化の総合的な推進  

2．医療費適正化計画の推進   

（1）計画の策定  

国の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取  

り組む。  

医療貴通正化計画の策定の手順・内容は、次のとおりとする。   

・国は、中長期的な医療費適正化のための基本方針を策定する。基本方針では、糖尿病等の患者・予備軍の減少率や  

平均在院日数の短縮に関する政策目標の全国標準を定める。   

・国及び都道府県は、基本方針に即して、それぞれ、医療費適正化計画（5年間）を策定する。  

・国は、その適正化計画において、都道府県での取組に対する財政支援、計画を実施する人材の養成等の取組を定め  

る。   

・都道府県は、その適正化計画において、全国標準に基づき、当該都道府県における糖尿病等の患者・予備軍の減少  

率や平均在院日数の短縮に関する政策目標を定める。  

一政策目標の実現の効果として達成される医療費の見通しを、国レベル、都道府県レベルで定める。  
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「医療制度構造改革試案」 （厚生労働省 平成17年10月19日）  

第2 試案  

Ⅰ 予防重視と医療の質の向上・効率化のための新たな取組  

（1）生活習慣病予防のための本格的な取組   

① 糖尿病一高血圧症・高脂血症の予防に着目した健診及び保健指導の充実  
○ 近年、我が国では、中高年の男性を中心に、肥満者の割合が増加傾向にある。肥満者の多く、糖尿病、高血  

圧症、高脂血症（以下「糖尿病等」という。）の危険因子を複数併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や脳  
血管疾患を発症する危険が増大する。  

○ これらの疾病を予防するためには、運動習慣の定着やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善が効果  

的であり、こうした効果をねらって健診及び保健指導の充実を図る必要がある。  

○ 具体的方策としては、周が示す基本方針の下で、都道府県健康増進計画において、糖尿病等の患者・予備群  

の減少率の目標やその実現につながる内容の健診及び保健指導の実施率の目標を設定し、これらの達成に向け、  

医療保険者、都道府県、市町村等の具体的な役割分担を明確にし、連携の促進を図る。  

特に、国保及び被用考保険の医療保険者においては、糖尿病等の予防に着目した保健事業の本格的な実施を  

図る。  

○ 健診及び保健指導の実施に際しては、適切な主体への外部委託を含め、民間活力を活かし、効果的で効率的  

なものとする必要がある。  

また、保健指導については、個々の対象者の生活習慣等を理解した上でそれぞれの状況を踏まえた効果的な  

支援を行うものでなければならないことから、国において早急に保健指導プロゲラ  行
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うとともに、  

都道府県においては、保健指導の質の向上等を図るための研修事業等の取組を行う。   

② 都道府県、市町村による国民の生活習慣改善に向けた普及啓発等の充実   
○ 運動習慣の定着、バランスのとれた食生活、禁煙といった健全な生活習慣の定着に向け、「健康日本21」  

の中間評価結果を踏まえた取組を充実強化する。  

○ 都道府県健康増進計画において、運動、食生活、喫煙等に関する目標を設定し、市町村を中心とした   
普及啓発を積極的に展開する。  

○ たばこに起因して医療章が増大することを勘案し、たばこ対策についての取組を強化する。  
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③健やか生活習慣国民運動推進会議（仮称）の設置   
○ 運動、食生活、禁煙を柱とする生活習慣病予防や、生活習慣の積み重ねが影響する高齢期における介護予防  

を国民運動として展開していくことを目指し、健やか生活習慣国民運動推進会議（仮称）を設置する。そのた  
め、まず、所要の準備会議を置く。  

Ⅱ 医療費適正化に向けた総合的な対策の推進   

（1）中長期的な医療真の適正化  
中長期的に医療費の適正化を行うため、国が示す参酌標準の下で、三計画との整合性を図る形で都道府県が  

医療費適正化計画（仮称）を策定し、一定期間後に計画推進効果を検証しつつ、医療費の適正化に取り組む仕  
組み（都道府県医療費適正化計画制度）を導入する。  

① 計画の策定、実施、検証、実施強化、実績評価の流れ  

（平硬．27（2015）年度における医療費適正化の実質的な成果を目指す政策目標（全国目標））  
l糖尿病等の患者・予備酵の減少率  

・・・平成20（2008）年と比べて25％減少させる。  
ii平均在院日数の短縮日数   

・・・全国平均（36日）と最短の長野県（27日：計画策定時に固定）との差を半分に縮小する。   
※i及びiiの目標と併せて、これらを実現するための具体的な取組レベルでの目標も示す。  

例）iについては、糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導の実施率  
iiについては、在宅等での看取り率、地域連携クリテイカルパス実施率、病床転換数 等一  

② 医療保険者による保健事業の本格実施   
○ 国保及び被用者保険の医療保険者に対し、40歳以上の被保険者及び被扶養者を対象とする、糖尿病  

等の予防に着目した健診及び保健指導の事業を計画的に行うことを義務づける。あわせて、実施結果  

に関するデータ管理を義務づける。  
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医療費増加の構図  
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中長期的な医療貴通正化方策  

医療貴通正化計画の推進  

（1）計画の策定   

国の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画  
的な医療費適正化に取り組む。   

医療費適正化計画の策定の手順・内容は、次のとおりとする。   
一国は、中長期的な医療貴通正化のための基本方針を策定する。基本方針では、糖尿病等の   
患者・予備群の減少率や平均在院日数の短縮に関する政策目標の全国標準を定める。  

・国及び都道府県は、基本方針に即して、それぞれ、医療費適正化計画（．5年間）を策定する。  
・政策目標の実現の効果として達成される医療費の見通しを、国レベル、都道府県レベルで定  
める。  

（2）計画の推進のための措置   

国は、都道府県医療費適正化計画の実現に資するよう、診療報酬体系の見直しや病床転換を  
進めるための医療保険財源を活用した支援措置を講ずる。  

（3）計画の達成の検証   

国及び都道府県は、計画終了時において、政策目標の達成状況を検証する。その結果を踏まえ、  
国は、都道府県の計画達成を支援する。またi都道府県別の診療報酬の特例について、国と都道  
府県で協議し、国が措置する。その際、都道府県間において給付に不適切な格差が生じないよう  
配慮する。  
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中長期的な医療費適正化方策の基本的考え方  

◎ 平成20年度を初年度とする医療費適正化計画（5年計画）におし、て、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化  
・生活習慣病予防の徹底 → 政策目標：生活習慣病有病者■予備群を25％減少（平成27（2015）年度）   

■ 平均在院日数の短縮 →政策目標‥全国平均（36日）と最短の長野県（27日）の差を半分に縮小（同上）  

都道府県  共同作業  

○ 都道府県医療費適正化計画の作成  

○ 事業実施  

（生活習慣病対策）   

q保険者事業（健診・保健指導）の指導   

巳市町村の啓発事業の指導  

（在院日数の短縮）   

b医療機能の分化・連携の推進、在宅医療の推進  
・病床転換の支援  

○ 計画の進捗状況の評価（中間年・平成22年度）、   
実績の評価（最終年の翌年・平成25年度）  

○ 全国医療費適正化計画・医療費適正化基本方針の作成   

○ 都道府県における事業実施への支援   

一平均在院日数の短縮に資する診療報酬の見直し  

】医療提供体制の整備   

・人材養成  

・病床転換に関する財政支援   

○ 計画の進捗状況の評価（中間年】平成22年度）、   
実績の評価（最終年の翌年口平成25年度）  

保険者   

つ7 ＼ノl  



各種取組と医療貴通正化の関係  
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生活習慣の改善に向けた努力  

適切な受診  患者（被保険者）  

■ 早期退院の推進、過剰病床の  
車云換   

・在宅医療の充実による在宅や  

福祉施設での看取りの推進  

医
療
費
の
適
正
化
 
 
 

医療機関  

・生活習慣病減少のための健診・  

保健指導の実施  
医療保険者  

1医療の効率化のための診療報酬  

体系の見直し  

▼ 医療機関指導のための都道府県に  

対する予算措置（交付金）  

・医療費適正化計画、及びこれに  

連動する健康増進計画、医療計画、  
介護保険事業支援計画の策定・実施  

・市町村への指導  

医療の効率化の促進措置  都道府県  

生活習慣病対策の普及啓発  

在宅医療の受け皿となる介護  

サービス提供体制の充実   

市町村  
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3計画と医療費適正化計画との関係  

国の基本方針  国の基本方針  （新）国の基本方針  

上＝」  ．＿⊂二」  

健康増進計画  

地域の実情を踏まえた  

目樗’  

サービス従事者の確保・  
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（新）・糖尿病等の有病者・  

予備群の減少に関する  

数値目標  

（新）1健診及び保健指導の  

実施率に関する数値目標  

（新）・上記に関する取組方  

策  

区域ごと種類ごとの介護  

給付サービス量の見込み   

施設における生活環境の  

改善を図るための事業  付
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医療費の現状と分析（入院・入院外、一人当たり日数・一人当たり医療費、疾病分類別等）  

平均在院日数の短縮に関する数値目標  

糖尿病等の有病者・予備群の減少に関する数値目標、健診■保健指導の実施率に関する数値目標  

目標実現のための取組方策（3計画に含まれるものは再掲として記載）  

その他地域における医療貴通正化方策（重複頻回受診の是正等）  

医療費適正化の取組を行うことによる医療費の見通し  

実施、検証、評価のサイクル  
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医療費適正化計画  重  実績評  面  
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平成20年～24年  
分木   

第1期（H20～H24）  
匝町  第2期（H25～   
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